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令和元年第８回羽幌町議会定例会会議録 

 

〇議事日程（第２号） 

令和元年１２月１３日（金曜日） 午前１０時００分開議 

 

第 １ 会議録署名議員の指名                           

第 ２ 諸般の報告                                

第 ３ 報告第 ８号 令和元年度定期監査報告（第２次）について          

第 ４ 議案第５８号 羽幌町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例  

第 ５ 議案第５９号 羽幌町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例    

第 ６ 議案第６０号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う 

           関係条例の整備に関する条例                 

第 ７ 議案第６１号 羽幌町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例   

第 ８ 議案第６２号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例         

第 ９ 議案第６３号 特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例     

第１０ 議案第６４号 羽幌町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を 

           改正する条例                        

第１１ 議案第６５号 羽幌町離島振興対策実施地域における固定資産税の課税免除に関 

           する条例                          

第１２ 議案第６６号 羽幌町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例        

第１３ 議案第６７号 スポーツ公園排水設備改修工事請負契約の変更について     

第１４ 議案第６８号 令和元年度羽幌町一般会計補正予算（第４号）         

第１５ 議案第６９号 令和元年度羽幌町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）   

第１６ 議案第７０号 令和元年度羽幌町下水道事業特別会計補正予算（第１号）    

第１７ 議案第７１号 令和元年度羽幌町水道事業会計補正予算（第２号）       

第１８ 諮問第 １号 人権擁護委員の推薦について                 

第１９ 発議第１７号 議員の派遣について                     

第２０ 発議第１８号 各委員会の閉会中の継続調査及び審査について         

 

〇出席議員（１１名） 

    １番 金 木 直 文 君      ２番 磯 野   直 君 

    ３番 平 山 美知子 君      ４番 阿 部 和 也 君 

    ５番 工 藤 正 幸 君      ６番 船 本 秀 雄 君 

    ７番 小 寺 光 一 君      ８番 逢 坂 照 雄 君 

    ９番 舟 見 俊 明 君     １０番 村 田 定 人 君 

   １１番 森     淳 君                   
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〇欠席議員（０名） 

 

〇地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した人 

     町     長    駒 井 久 晃 君                

     副 町 長    今 村 裕 之 君                

     教 育 長    山 口 芳 徳 君                

     監 査 委 員    鈴 木 典 生 君                

     農業委員会会長    高 見 忠 芳 君                

     会 計 管 理 者    熊 木 良 美 君                
 
     総 務 課 長                             
                                         
     兼電算共同化    敦 賀 哲 也 君                
                                         
     推 進 室 長                             
 
     総務課総務係長    山 田 太 志 君                

          総務課職員係長    門 間 憲 一 君                

     地域振興課長    清 水 聡 志 君                
 
     地 域 振 興 課                             
                                佐々木 慎 也 君                
     政策推進係長                             
 
     地 域 振 興 課                             
                                小笠原 悠 太 君                
     政策推進係主査                             
 
     財 務 課 長                             
                大 平 良 治 君                
     兼 管 財 係 長                             
 
     財務課財政係長    金 丸 貴 典 君                
 
     町 民 課 長                             
                宮 崎 寧 大 君                
     兼 住 宅 係 長                             
 
     町 民 課                             
                高 本 勇 一 君                
     総合受付係長                             
 
     町 民 課                             
                道 端 篤 志 君                
     町民生活係長                             
 
     町 民 課                             
                西 山   卓 君                
     住 宅 係 主 査                             
 
     福 祉 課 長    木 村 和 美 君                
 
     福  祉  課                             
                竹 内 雅 彦 君                
     社会福祉係長                             
 
     福祉課子ども係長    木 村 謙 彦 君                
 
     福  祉  課                             
                室 谷 みどり 君                
     国保医療年金係長                             
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     健 康 支 援 課                             
                                         
     地域包括支援    奥 山 洋 美 君                
                                         
     センター室長                             
 
     健康支援課主幹                             
                棟 方 富 輝 君                
     兼 保 健 係 長                             
 
     健 康 支 援 課                             
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     介護保険係長                             
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     セ ン タ ー 室    大 西 将 樹 君                
                                         
     地域包括支援                             
                                              
          センター係長                             
 
     建 設 課 長    飯 作 昌 巳 君                
 
     建設課主任技師                             
                石 川 隆 一 君                
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                笹 浪   満 君                
     兼土木港湾係長                             
 
     建設課管理係長    宇 野 延 仁 君                

     上下水道課長    渡 辺 博 樹 君                
 
     上 下 水 道 課                             
                                         
     主 任 技 師    吉 田 吉 信 君                
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                                越 谷 弘 和 君                              
          管 理 係 長                                                        
 
          上 下 水 道 課                                                        
                                小笠原   聡 君                              
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                更 科 信 輔 君                
     農 政 係 長 
                             
     農 林 水 産 課                             
                木 村 康 治 君                
     水産林務係長 
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     水産林務係主査 
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     兼 学 校 給 食    酒 井 峰 高 君                
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     学 校 管 理 課                             
                近 藤 優 樹 君                
     総 務 係 長 
                             
     社会教育課長                             
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     議会事務局長    豊 島 明 彦 君                

     総 務 係 長    杉 野   浩 君                
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    ◎開議の宣告 

〇議長（森  淳君） これから本日の会議を開きます。 

 

（午前１０時００分） 

 

    ◎会議録署名議員の指名 

〇議長（森  淳君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定によって、 

   ９番 舟 見 俊 明 君   １０番 村 田 定 人 君 

を指名します。 

 

    ◎諸般の報告 

〇議長（森  淳君） 日程第２、諸般の報告を行います。 

 本日の欠席並びに遅刻届け出はありません。 

 会議規則第２１条の規定により、本日の議事日程表は配付いたしましたので、ご了承願

います。 

 これで諸般の報告を終わります。 

 

    ◎報告第８号 

〇議長（森  淳君） 日程第３、報告第８号 令和元年度定期監査報告（第２次）につ

いてを議題とします。 

 本案について代表監査委員の報告を求めます。 

 代表監査委員、鈴木典生君。 

〇代表監査委員（鈴木典生君） ただいま議題となりました令和元年度定期監査報告（第

２次）について内容のご説明を申し上げます。 

 地方自治法第１９９条第４項の規定に基づき定期監査を実施しましたので、同条第９項

の規定により、その結果を別紙のとおり報告いたします。 

 １ページをお開き願います。定期監査報告書。 

 １、監査の時期及び対象でありますが、平山監査委員とともに、令和元年１０月２１日

から１０月２９日までの５日間にわたり、社会教育課ほか、ごらんの対象機関を実施した

ところでございます。 

 ２、監査の対象とした事項でありますが、財務に関する事務の執行が適正かつ効率的に

行われているかを主眼として、提出された関係書類、帳簿等に基づきその内容を確認する

とともに、関係職員からの聞き取りなどにより実施をいたしました。 

 ３、監査の結果でありますが、財務に関する事務についてそれぞれ適正な執行に努めら

れたものと認められました。 
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 主な内容につきましては、次のとおり報告をさせていただきます。２ページをお開き願

います。最初に、福祉課について申し上げます。（１）、社会福祉状況、①、福祉タクシ

ー利用状況であります。障害の程度に応じましてタクシーの乗車券を該当者に年間２４枚、

または１２枚を交付しているものであります。また、今年度から、その属する年度内に満

８０歳以上となられる方に対しましても１２枚を交付しております。令和元年度９月末現

在の総交付枚数は９，３３６枚で、うち総利用枚数は３，１４５枚となっております。次

に、②の児童手当の支給状況では、平成３０年度及び令和元年度９月末までの受給者数等

をあらわしたものでございます。内容は記載のとおりでありますので、ごらんをいただき、

説明は省略させていただきます。③、令和元年度認定こども園及び幼稚園施設型給付費状

況ですが、アの対象園児数は、９月末現在におきまして藤幼稚園２５名、認定こども園・

まきでは幼稚園６６名、保育所６０名となっており、合計で１５１名となっております。

３ページをごらん願います。イ、負担金の支出状況では、国・道、町合わせて藤幼稚園に

つきましては８８７万９，９２０円、認定こども園・まきの幼稚園は１，７８２万６，２

９０円、保育所は３，１００万７，５３０円、広域の増毛町立認定こども園あっぷる、保

育所分ですが、１２万７，７２０円、合計で５，７８４万１，４６０円となっております。

なお、広域の増毛町立認定こども園あっぷるの負担金につきましては、保護者が出産のた

め、実家のある増毛町の認定こども園に園児１名を４月中旬から６月中旬までの間入所さ

せたことによるものであります。町の負担は、幼稚園２カ所で８４５万２，５１８円、保

育所２カ所で７７８万３，８１３円、合計で１，６２３万６，３３１円となっております。

④の地域福祉基金状況は、説明を省略させていただきます。⑤、保育士修学資金貸付状況

であります。令和元年度における４月から９月末までの貸し付けは３名で５４万円、令和

元年度９月末現在の貸付金は１５９万円であります。⑥、保育士修学基金状況から次のペ

ージ、⑧の福祉バス利用状況までにつきましては、説明を省略させていただきます。⑨の

老人クラブ等補助金交付状況では、前年度に比較し、団体数におきましては９団体で増減

はありませんが、会員数は１３人減少し、１８４人となっております。また、交付決定額

につきましても１万１，７００円減の１１５万８，６００円となっております。⑩の敬老

会事業助成金交付状況から⑫、勤労青少年ホーム利用状況につきましては、説明を省略さ

せていただきます。 

 ５ページをごらん願います。（２）、国保医療状況の①、医療費支出状況では、会計区

分ごとの扶助費等の費用をあらわしたもので、内容は記載のとおりであります。以下説明

を省略させていただきます。 

 ６ページをお開き願います。健康支援課でございます。（１）、各種検診実施状況と

（２）、各種予防接種実施状況は、検診及び予防接種区分ごとの対象者数等を平成３０年

度実績と令和元年度９月末現在の状況をあらわしたものであります。ごらんをいただくこ

とにより、説明は省略させていただきます。 

 次の（３）、すこやか健康センター利用状況、８ページの（４）、介護認定状況、①、
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平成３０年度申請及び認定状況、②、令和元年度申請及び認定状況（９月末現在）につき

ましてもごらんをいただくことにより、説明は省略をさせていただきます。③、要介護認

定者介護サービス利用状況では、令和元年８月末現在における認定者のサービス利用状況

を介護度ごとに在宅と施設入所者の人数をあらわしたものであります。利用者は、昨年度

同期と比較し、合計で５名増の４１５人となっております。 

 ９ページをごらん願います。（５）、特別養護老人ホーム及び（６）、しあわせ荘短期

入所生活介護につきましても説明は省略をさせていただきます。 

 １０ページをお開き願います。（７）、介護保険給付状況の①、居宅介護、居宅支援サ

ービス費の元年度９月末実績では、前年度同期に比較しまして件数で２９件減の５，４０

３件でありますが、支給額は２０９万６，４０１円増の３億２，５８７万１，３４６円と

なっております。 

 ②、介護保険給付費等準備基金状況、次のページ、（８）、緊急通報装置設置状況は、

ごらんをいただくことにより、説明は省略をさせていただきます。 

 次に、（９）、医師研究資金等貸し付けであります。令和元年度における４月から９月

末までの貸し付けは７名で２，７５０万円であります。また、償還免除は５名で１，９０

０万円となっており、令和元年９月末現在の貸付額は５，９５０万円となっております。 

 （１０）、助産師看護師修学資金貸し付けであります。令和元年度における４月から９

月末までの貸し付けは６名で１８０万円、また、償還免除は１名で９０万円、返還は２名

の３７万円となっており、令和元年度９月末現在の貸付額は１，３１３万円であります。 

 （１１）、助産師看護師修学基金につきましては、説明を省略させていただきます。 

 次に、１２ページをお開き願います。町民課について申し上げます。（１）、総合受け

付け状況につきましては、記載のとおりの内容となってございます。ごらんをいただくこ

とにより、説明は省略させていただきます。 

 １３ページをごらん願います。（２）、公営住宅管理状況、①、管理戸数及び入居状況

の下段にあります空き家戸数は、前年同期より５戸増の９８戸となってございますが、こ

の中には政策空き家として８７戸が含まれておりますことから、利用可能な空き家戸数は

１９戸となっております。②の敷金状況は、記載のとおりとなっております。 

 （３）の平成３０年度集会所利用状況から１６ページの（８）、入浴割引券交付状況ま

では、ごらんをいただくことにより、説明は省略させていただきます。 

 １７ページをごらん願います。（９）の海鳥保護基金状況ですが、９５万２，０００円

の取り崩しは、平成３０年度の環境基本計画推進事業に充当したことによるものでありま

して、基金の現在額は９月末現在２６８万７，４７７円となっております。 

 （１０）、北海道海鳥センター入館者状況でありますが、元年度９月末現在の入館者は

前年同期に比較して７７５人減の１万５，６０３人で、平成９年度オープン以来の累計で

は４３万５，３１０人となっております。 

 １８ページをごらん願います。（１１）、生活路線バス通学定期運賃補助金交付状況で
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あります。元年度の通学対象者数５名に対して定期運賃の額に１００分の１５を乗じて得

た補助金額は、３０万１，９００円となっております。 

 （１２）、平成３０年度の生活路線バス維持費補助金交付状況でありますが、羽幌町が

関与する対象路線の補助金額のうち羽幌町の補助金交付額は、表の右下の合計８４０万９，

０００円となっております。 

 （１３）、平成３０年度の離島航路事業補助金交付状況であります。表にあります離島

航路旅客運賃補助は、離島住民に対しての高速船に係る急行料金の割引補助で、町の単独

補助であります。４月、フェリー点検のため高速船のみの運航時に係る急行料金の１０割、

また通常期間における急行料金の３割を補助するもので、７９万６，２９０円となってお

ります。次に、離島航路旅客定期航路事業補助であります。これにつきましても表右の摘

要欄に記載のとおり、島民運賃補助であります。北海道との協調補助で離島住民に対し航

路運賃の割引補助をしているもので、羽幌町の補助金交付額は２０２万９９３円でありま

す。次の離島航路定期航路事業補助につきましては、航路運営に係る欠損補助で、国庫補

助事業であります。国の補助残につきましては、道と町おのおの２分の１の協調補助で、

羽幌町の補助金交付額は２，３５８万３，６６７円であります。離島航路一般旅客運賃割

引事業は、平成２８年度より離島航路の利用促進事業として実施しており、６月から８月

における高速船一般旅客運賃の３割引きに係る運賃割引補助として９２５万７，９７０円

を支出しております。 

 次のページ、（１４）、交通対策事業基金状況から２０ページの（１６）、町内循環バ

スほっと号の利用状況までの説明は省略をいたします。 

 ２１ページをごらん願います。財務課について申し上げます。（１）、町税収納状況で

ありますが、９月末現在の収納率を合計欄で申し上げますと、現年度と滞納繰り越し分の

合計は６４．０９％で、前年度に比較し０．６２ポイント増加しております。 

 以下、２２ページの（２）、保険税収納状況から２３ページの（６）、備荒資金組合納

付金状況までにつきましては、ごらんをいただくことにより、説明は省略させていただき

ます。 

 ２４ページをお開き願います。出納室について申し上げます。有価証券及び出資による

証券の保管状況でありますが、株券等は会計管理者において保管されており、９月末現在

の合計額は３，３１４万４，０００円で、前年同期と同額であります。 

 ２５ページをごらん願います。総務課について申し上げます。（１）、職員配置状況で

あります。表の右側、下段の合計欄に記載のとおり、職員数は定数１６０人に対し現員数

１３３人、定数外職員９９人の合計２３２人であります。前年同期に比較し職員１名が減

少しております。 

 （２）、役場庁舎等整備基金状況につきましては、説明を省略させていただきます。 

 ２６ページをお開き願います。地域振興課について申し上げます。（１）、人づくり事

業基金状況につきましても説明は省略をさせていただきます。 
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 次に、（２）、まちづくり事業基金状況ですが、表中ほどの減少額９８５万５，９００

円につきましては、平成３０年度のサンセットプラザ施設管理事業に８４６万７，２００

円、ほか１件に財源充当のため取り崩したものであります。 

 （３）、まちづくり応援基金状況です。増加額３，５９６万４，１４３円につきまして

は、平成３０年度の寄附金を積み立てたもので、内容は次の（４）、まちづくり応援寄附

金、表の左側に記載のとおりでございます。減少分の３，５０３万７，０００円は、未来

を担う子供たちのための事業など、使途の指定されたまちづくり事業及び返礼品に係る経

費に充当したものであります。 

 （４）、まちづくり応援寄附金（ふるさと納税）実績について申し上げます。令和元年

度９月末までの状況ですが、道内居住者１７２件、道外居住者１，６３９件、合計１，８

１１件で、２，４５０万６，０００円となっております。昨年同期と比較しますと、件数

で１，１５３件、寄附金額では１，４６９万５，８００円の増となっております。 

 ２７ページをごらん願います。教育委員会所管であります学校管理課について申し上げ

ます。（１）の奨学基金運用状況では、基金運用額は前年度と同額の１，４７２万円で、

内容は表の右側に記載のとおり、貸付金が５９５万８，０００円、現金は８７６万２，０

００円であります。 

 （２）、スクールバス利用状況は、記載のとおりの内容となっております。 

 ２８ページをお開き願います。（３）、小学校、中学校の現況についてであります。１

０月１日現在の児童数、生徒数を前年同期と比較しますと、羽幌小学校では３名減の２９

５人、羽幌中学校では２１名減の１４１人となっております。以上で説明を省略させてい

ただきます。 

 ２９ページをごらん願います。社会教育課について申し上げます。（１）、郷土資料館

入館状況、（２）、焼尻郷土館入館状況は、説明を省略させていただきます。 

 （３）の体育施設利用状況ですが、９月末現在では前年同期に比較し、３，０８０人増

の合計６万５，３９０人となっております。利用増の主な施設と増加人数は、南町テニス

コート、１，１９２人とパークゴルフ場、１，３９５人であります。 

 ３０ページをお開き願います。（４）、文化協会加盟団体状況及び（５）、体育協会加

盟団体状況でありますが、前年度同期に比較して加盟団体数は、文化協会で１団体減の３

３団体、体育協会は増減がありませんので、合計４６団体であります。会員数は、文化協

会で２８人減の３６９人、体育協会は２３人増の５４６人であります。 

 （６）の中央公民館利用状況では、９月末現在１万７，２８２人で前年同期より２５１

人増加しております。 

 （７）、図書館利用状況は、記載のとおりの内容となってございます。 

 以上で令和元年度第２次定期監査報告といたします。よろしくご理解賜りますようお願

い申し上げます。 

〇議長（森  淳君） これから監査報告の内容について、監査委員に対して質疑を行い
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ます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで質疑を終わります。 

 討論は、議会の運営に関する基準に基づき省略します。 

 これから報告第８号を採決します。 

 本案は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） 異議なしと認めます。 

 したがって、報告第８号 令和元年度定期監査報告（第２次）については原案のとおり

承認することに決定しました。 

 

    ◎議案第５８号 

〇議長（森  淳君） 日程第４、議案第５８号 羽幌町印鑑の登録及び証明に関する条

例の一部を改正する条例を議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 町民課長、宮崎寧大君。 

〇町民課長（宮崎寧大君） ただいま上程されました議案第５８号 羽幌町印鑑の登録及

び証明に関する条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由とその内容についてご

説明いたします。 

 令和元年１２月１２日提出、羽幌町長。 

 提案の理由でございますが、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図る

ための関係法律の整備に関する法律の施行に伴いまして、印鑑登録事務について登録資格

の見直しを行うために必要となる条文の改正、あわせて印鑑証明書等について本年１１月

より旧氏の記載が可能となったことに伴う修正のほか、字句の修正を行うものでございま

す。 

 次のページをお開き願います。羽幌町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正す

る条例。 

 羽幌町印鑑の登録及び証明に関する条例（昭和５９年羽幌町条例第３号）の一部を次の

ように改正する。 

 改正の内容につきましては、別途配付しております新旧対照表によりご説明いたします。

左側の欄に現行条文、右側の欄に改正案、そして改正箇所に下線を引いて表示しておりま

す。なお、字句の修正につきましては説明を省略させていただきます。 

 まず、１ページ中ほどの第２条第２項第２号につきましては、先ほど申し上げました法

律の施行に伴い、印鑑登録の資格に関する部分を改正するものでございます。 

 次に、第３条第３項及び２ページの中ほどより下の第５条第４項第４号につきましては、

先ほど申し上げました旧氏の記載が可能となったことに伴います修正でございます。 
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 次に、３ページの下段、第１３条第２項第２号につきましては、法の施行により印鑑登

録の抹消に関する部分を改正するものでございます。 

 次に、４ページの上段、第１３条第２項第４号につきましては、旧氏の記載が可能とな

ったことに伴う修正でございます。 

 以上の説明をもちまして改正条文の朗読は省略させていただきます。 

 附則、この条例は、令和元年１２月１４日から施行する。 

 以上でございます。よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願いいたします。 

〇議長（森  淳君） これから議案第５８号について質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで討論を終わります。 

 これから議案第５８号を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第５８号 羽幌町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する

条例は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎議案第５９号～議案第６１号 

〇議長（森  淳君） 日程第５、議案第５９号 羽幌町会計年度任用職員の給与及び費

用弁償に関する条例、日程第６、議案第６０号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改

正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例、日程第７、議案第６１号 羽幌町

職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例、以上３件について関連があります

ので、一括議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 総務課長、敦賀哲也君。 

〇総務課長（敦賀哲也君） ただいま上程されました議案第５９号から議案第６１号まで

３件を一括して関連がございますので、提案理由とその内容につきましてご説明申し上げ

ます。 

 提案理由でございますが、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律（平成２

９年法律第２９号）の施行により、会計年度任用職員制度が創設されることに伴い、会計

年度任用職員の給与及び費用弁償について必要な規定を定めるとともに、関係条例の一部

を改正するためご提案申し上げるものでございます。 

 初めに、議案第５９号 羽幌町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例につ
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きましてご説明申し上げます。 

 令和元年１２月１２日提出、羽幌町長。 

 それでは、条例の内容についてご説明させていただきますが、別紙でお配りしておりま

す議案説明資料、議案第５９号から第６１号と記載されている資料をごらんください。 

 なお、説明に入らせていただく前に資料の訂正をお願いします。議案説明資料の２ペー

ジをごらんください。中段のちょっと下なのですけれども、４の（５）、報酬の端数処理

において、「勤務１時間当たりの給与額等」と記載しているところがあると思いますが、

その給与額等という部分を「報酬額」に訂正をお願いします。次に、同じく２ページの下

段、右側に「勤務１時間当たりの給与額」と記載しておりますが、その給与額を「報酬

額」に訂正をお願いいたします。もう一点ございますが、次に３ページでございますが、

３ページに４の外国語指導助手の報酬から８の附則まで、それぞれ項目ごとにつけている

番号でございますが、その番号をそれぞれ１個繰り下げていただきまして、５、６、７、

８、９と訂正をお願いいたします。 

 それでは、説明に戻らせていただきます。初めに、説明資料の１ページをごらん願いま

す。１、第１条の趣旨につきましては、本条例において会計年度任用職員の給与及び費用

弁償について定めることを規定しております。 

 ２、第２条の給与については、会計年度任用職員に支給する給与を定めるとともに給与

の支給方法について定めているものです。まず、フルタイム会計年度任用職員における給

与とは、給料、通勤手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当をい

います。次に、パートタイム会計年度任用職員における給与とは、報酬、期末手当をいい

ます。 

 ３、第３条から第１４条まではフルタイム会計年度任用職員の給与について定めており

ます。第３条の給与については、一般職の給料表（行政職給料表の１級から３級）を準用

し、別表第１に定めております。 

 次に、第４条の職務の級につきましては、職種ごとにその職務内容や責任等の程度に基

づき、別表第２に定める等級別基準職務表によることとしており、任命権者が決定するも

のであります。 

 次に、第５条の号給につきましては、町長が規則で定める基準に従い、任命権者が決定

するものであります。 

 次に、第６条の給料の支給における支給日等、第７条の通勤手当における支給基準、第

８条の時間外勤務手当における算定方法等、第９条の休日勤務手当における算定方法等、

第１０条の夜間勤務手当における算定方法等につきましては、一般職の規定を準用する旨

を規定しております。 

 次に、説明資料の２ページをごらんください。第１１条の給料の端数処理につきまして

は、勤務１時間当たりの給与額に５０銭未満の端数を生じたときは切り捨て、５０銭以上

１円未満の端数を生じたときは１円に切り上げるものであります。 
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 次に、第１２条の期末手当につきましては、任期の定めが六月以上の者の支給割合等は

一般職の規定を準用するものであります。 

 次に、第１３条の勤務１時間当たりの給与額につきましては、勤務１時間当たりの算定

方法を定めております。 

 次に、第１４条の給料の減額において、定められた勤務時間中に勤務しないときについ

ては、勤務しない１時間につき、第１３条で算定しました勤務１時間当たりの給与額を減

額するものであります。 

 続きまして、資料番号４、第１５条から第２３条、第２７条、第２８条につきましては、

パートタイム会計年度任用職員の報酬等について定めております。第１５条の報酬につい

ては、月額、日額、時間で報酬を定める場合の算定方法をそれぞれ定めております。 

 次に、第１６条の時間外勤務に係る報酬につきましては、正規の勤務時間以外に勤務し

たときは、その全時間について報酬を支給するものであります。 

 次に、第１７条の休日勤務に係る報酬について、休日に勤務したときは、１時間当たり

の報酬額に、その勤務した時間帯に応じて１００分の１２５から１００分の１５０の範囲

内の割合を乗じた報酬を支給するものであります。 

 次に、第１８条の夜間勤務に係る報酬につきましては、正規の勤務時間として午後１０

時から翌日午前５時までの間に勤務をしたときは、１時間当たりの報酬額に１００分の２

５を乗じた報酬を支給するものであります。 

 次に、第１９条の報酬の端数処理について、勤務１時間当たりの報酬額に５０銭未満の

端数を生じたときは切り捨て、５０銭以上１円未満の端数を生じたときは１円に切り上げ

るものであります。 

 次に、第２０条の期末手当について、任期の定めが六月以上の者の期末手当の支給割合

等は、一般職の規定を準用するものであります。 

 次に、第２１条の報酬の支給について、報酬の計算期間は月の初日から末日までとし、

月額報酬の場合、計算期間が一月に満たないときは日割りで計算するものであります。 

 次に、第２２条の勤務１時間当たりの報酬額については、月額、日額、時間による報酬

ごとに勤務１時間当たりの報酬を定める場合の算定方法をそれぞれ定めているものであり

ます。 

 次に、第２３条の報酬の減額について、正規の勤務時間に勤務しないときは、勤務しな

い１時間につき、月額報酬は第２２条第１号、日額報酬は第２２条第２号に定める勤務１

時間当たりの報酬額を減額するものであります。 

 次に、説明資料の３ページをごらんください。第２７条の通勤に係る費用弁償について、

支給要件に該当するときは、一般職の例により費用弁償を支給するものであります。 

 次に、第２８条の公務のための旅行に係る費用弁償については、一般職の例により費用

弁償を支給するものであります。 

 次に、資料番号の５、第２４条の外国語指導助手の報酬については、第１５条から第２
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３条の規定にかかわらず、本条において規定するものであります。 

 次に、資料番号の６、第２５条の給与からの控除について、会計年度任用職員個人が加

入する団体契約に係る生命保険料等の給与からの控除については、一般職の規定を準用す

るものであります。 

 次に、資料番号の７、第２６条の町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与につ

いて、町長が特に必要と認めた特殊性がある職務に係る会計年度任用職員の給与は任命権

者が別に定めるものとしております。 

 次に、資料番号の８、第２９条の規則への委任については、条例の施行に関し必要な事

項は、町長が規則で定める旨を規定しております。 

 次に、資料番号の９、附則でございますが、施行期日は令和２年４月１日としておりま

す。 

 次に、制度移行に伴う経過措置でございますが、１点目は期末手当の支給経過措置とし

て、令和２年度は１００分の６５、令和３年度は１００分の９７．５、令和４年度から通

常の１００分の１３０の率とするものであります。２点目は、制度施行日の前日に非常勤

職員等として在職した者が会計年度任用職員として任用される場合、その任用に対して受

ける年間の報酬見込み額が従前の年間報酬額に達しない場合、制度施行後５年間は、その

差額を調整額として支給することにより、報酬月額が下がる場合でも年間支給額が減額と

ならないように経過措置をとるものであります。３点目は、職務経験を考慮し、会計年度

任用職員として同種の業務に従事する場合、制度開始前５年間の経験年数を前歴換算の対

象とし、報酬額に反映するものであります。 

 以上が本条例の内容であります。なお、条文の朗読につきましては、ただいまの説明を

もちまして省略させていただきます。 

 続きまして、議案第６０号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行

に伴う関係条例の整備に関する条例につきましてご説明申し上げます。 

 令和元年１２月１２日提出、羽幌町長。 

 改正の内容でございますが、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行

に伴い、新たに創設される会計年度任用職員制度に関し関係条例の整備条例を制定しよう

とするものでございます。 

 説明資料の４ページをごらん願います。右上に議案第６０号新旧対照表と記載しており

ますが、関係条例の新旧対照表となっており、左側が現行条文、右側が改正後案となって

おり、改正箇所につきましては下線を引いております。 

 初めに、４ページの第１条、羽幌町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正で

ありますが、同条例第１５条第４項を削り、新たに第１９条を追加し、非常勤職員の勤務

時間、休暇等について定めるものであります。 

 次に、５ページの第２条、公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正であり

ますが、地方公務員法の一部改正に伴い、引用条項を改正するものでございます。 
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 次に、６ページをお開き願います。第３条、羽幌町職員の分限、懲戒及び表彰に関する

条例の一部改正でありますが、同条例第３条で規定している休職の効果について、会計年

度任用職員による休職期間を追加するとともに、同条例第７条に規定している減給の効果

における給与額等の合計額について、パートタイム会計年度任用職員においては報酬額と

するよう改正するものでございます。 

 次に、７ページの第４条、羽幌町職員の旅費に関する条例の一部改正でありますが、同

条例第１条で規定している対象の職員にフルタイム会計年度任用職員を追加するとともに、

同条例第２８条についてはパートタイム会計年度任用職員へ費用弁償を支給するよう改正

するものであります。 

 附則、この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 以上が本条例の内容であります。なお、条文の朗読につきましては、ただいまの説明を

もちまして省略させていただきます。 

 続きまして、議案第６１号 羽幌町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条

例につきましてご説明申し上げます。 

 令和元年１２月１２日提出、羽幌町長。 

 改正の内容でございますが、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行

に伴い、新たに創設される会計年度任用職員制度が一般職に位置づけられることから、本

条例における規定の整備を行うため改正しようとするものであります。 

 説明資料の８ページをごらん願います。右上に議案第６１号新旧対照表と記載しており

ますが、左側が現行条文、右側が改正後案となっており、改正箇所につきましては下線を

引いております。 

 第２条は、第２条の４の新規制定により、対象となる育児休業の子の年齢の上限を追加

するものであります。 

 次に、８ページから９ページにかけてごらん願います。第２条の２は、児童福祉法にお

ける里親に関する引用条項の改正及び文言の整理を行っております。 

 次に、９ページから１０ページにかけてごらん願います。第２条の３第２号については、

第２条の４の新規制定等による文言の整理及び育児休業に加えて産前産後休暇を合算する

旨の規定を追加し、第３号については文言の整理を行うものであります。 

 次に、１１ページをごらん願います。第２条の４を第２条の５とし、第２条の３に第２

条の４を新たに制定し、雇用保険法等の一部を改正する法律による地方公務員法育児休業

法の改正に伴い、非常勤職員については子が１歳６カ月に達するまで育児休業を取得する

ことができますが、特に必要と認める場合は２歳まで取得できることを定めております。 

 次に、１２ページから１３ページにかけてごらん願います。第３条は、育児休業法第２

条第１項ただし書きの特別の事情として、第６号において保育所等に保育の希望をしてい

るにもかかわらず保育の実施がされない場合は再度の育児休業ができる旨を追加するもの

であり、あわせて第２条の４の新規制定等に伴う文言の整理を行うものであります。 
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 第４条は、育児休業法第３条第２項の育児休業期間の再度の延長ができる特別の事情と

して、保育所等に保育の希望をしているにもかかわらず保育の実施がされない場合は育児

休業の期間の再度の延長ができる旨を追加するとともに、文言の整理を行うものでありま

す。 

 次に、第７条は、育児休業をしている職員の期末手当の支給を規定をしておりますが、

会計年度任用職員は対象外となる旨を規定するものであります。 

 次に、１４ページをごらん願います。第８条は、育児休業をした職員の職務復帰後にお

ける号給の調整について規定しておりますが、会計年度任用職員は対象外となる旨を規定

するものであります。 

 次に、１４ページから１５ページにかけてごらん願います。第１０条は、育児短時間勤

務を終了してから１年を経過しない場合は、その再取得はできませんが、１年を経過しな

くとも再取得ができる場合の育児休業法第１０条第１項ただし書きの特別の事情として、

保育所等に保育の希望をしているにもかかわらず保育の実施がされない場合は育児短時間

勤務の再取得ができる旨を第７号に追加するとともに、文言の整理を行うものであります。 

 次に、１５ページから１６ページにかけてごらん願います。第１１条は、育児短時間勤

務を承認した場合の勤務形態について、育児休業法第１０条第１項第５号で定められてお

り、条例で定める範囲につきましても同様の内容に改正するものであります。 

 次に、１６ページから１７ページにかけてごらん願います。第２０条は、部分休業の承

認についてでありますが、第１項は、非常勤職員における部分休業の承認の規定を追加す

るもので、第２項は、第２条の３第３号後段の改正及び同条に新たに加えられた第３項の

規定により所要の整理を行うものであり、新たに加えられた第３項は、非常勤職員が部分

休業を取得する際の規定を定めたものであります。 

 附則、この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 以上が本条例の改正内容であります。なお、条文の朗読につきましては、ただいまの説

明をもちまして省略させていただきます。 

 以上、議案第５９号から議案第６１号までの説明でございます。よろしくご審議、ご決

定賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（森  淳君） これから議案第５９号 羽幌町会計年度任用職員の給与及び費用

弁償に関する条例について質疑を行います。 

 ４番、阿部和也君。 

〇４番（阿部和也君） これについては先月行われました総務産業常任委員会のほうでも

説明がありましたけれども、改めてちょっと確認として質問させていただきます。 

 今回会計年度任用職員に関する条例なのですけれども、これによって新たにふえる人件

費とか、そういった額を教えていただきたいなと思いますけれども、お願いします。 

〇議長（森  淳君） 総務課長、敦賀哲也君。 

〇総務課長（敦賀哲也君） お答えいたします。 
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 新たにふえる人件費ということの質問だと思いますが、現在の嘱託職員等をそのまま来

年度雇用したとして試算した場合、令和２年度で約８５０万円程度上昇する見込みという

ふうに押さえております。 

〇議長（森  淳君） ４番、阿部和也君。 

〇４番（阿部和也君） 当然しっかり働いてくれた方に対しては給与なり報酬というのは

わかりますけれども、財政全般として考えていきますと、それだけの人件費がふえてしま

う。その辺、今後ですか、例えば３人のところを２人にするであったり仕事を兼務すると

か、そういった財政的な負担を軽減する意味で何か町として今後考えていくことはあるの

かどうか、その辺お聞きしたいと思います。 

〇議長（森  淳君） 総務課長、敦賀哲也君。 

〇総務課長（敦賀哲也君） お答えいたします。 

 阿部議員おっしゃるとおり制度の移行に伴いまして人件費増につながることは課題であ

るというふうに認識はしておりますが、現在国ではこの制度移行に伴う地方財政措置を検

討するというふうにも聞いております。また、人員配置につきましては、今までもそうな

のですけれども、今後におきましても現に任用しているからといってそのまま使うという

ものではなくて、業務量の内容等を勘案しながら適切な職員数というのは確保していきた

いというふうには考えております。 

〇議長（森  淳君） ４番、阿部和也君。 

〇４番（阿部和也君） 国のほうでも財政措置等もあるということですけれども、人口が

減ってくれば職員数というものも当然見直していかなければいけない部分もありますので、

その辺これをきっかけにということではないですけれども、今後いろいろとそういった部

分調べながら、考えながら、ぜひとも取り組んでいただきたいと思いますので、お願いい

たします。 

〇議長（森  淳君） 総務課長、敦賀哲也君。 

〇総務課長（敦賀哲也君） お答えいたします。 

 議員おっしゃるとおり今後につきましても、先ほど答弁もいたしましたが、そういう業

務量に応じた適正な職員数という部分につきましては適正な配置をしていきたいというふ

うに考えております。 

〇議長（森  淳君） ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで討論を終わります。 

 これから議案第５９号を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
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（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第５９号 羽幌町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第６０号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う

関係条例の整備に関する条例について質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで討論を終わります。 

 これから議案第６０号を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第６０号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行

に伴う関係条例の整備に関する条例は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第６１号 羽幌町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例につ

いて質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで討論を終わります。 

 これから議案第６１号を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第６１号 羽幌町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条

例は原案のとおり可決されました。 

 暫時休憩します。 

 

休憩 午前１０時５７分 

再開 午前１１時１０分 

 

〇議長（森  淳君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 
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    ◎議案第６２号～議案第６４号 

〇議長（森  淳君） 日程第８、議案第６２号 職員の給与に関する条例の一部を改正

する条例、日程第９、議案第６３号 特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する

条例、日程第１０、議案第６４号 羽幌町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条

例の一部を改正する条例、以上３件について関連がありますので、一括議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 総務課長、敦賀哲也君。 

〇総務課長（敦賀哲也君） ただいま上程されました議案第６２号から議案第６４号まで

３件を一括して関連がございますので、提案理由とその内容につきましてご説明申し上げ

ます。 

 今回の改正につきましては、令和元年人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定に準じ

て提案をいたしておりまして、特別職及び議会議員の皆様につきましても一般職に準じて

改定することとしてご提案申し上げております。 

 初めに、提案の理由となりました今回の給与改定の概要につきましてご説明申し上げま

す。１点目は、月例給の引き上げでございまして、給料表の改定を行い、改定率で平均０．

１％増となるものでございます。なお、この改定は平成３１年４月１日まで遡及し、適用

するというものでございます。 

 ２点目は、期末、勤勉手当の引き上げでございまして、年間支給割合を０．０５月分引

き上げるものであります。この引き上げ分は、全て１２月支給分に配分するものとし、改

正規定の適用も平成３１年４月１日まで遡及するものであります。なお、令和２年度以降

は、この引き上げ分を含め６月と１２月の支給割合を均等に再配分することとしておりま

す。 

 ３点目は、住居手当の改正でありまして、手当の支給対象となる家賃額の下限を４，０

００円引き上げ、手当額の上限を１，０００円引き上げるものであります。なお、今回の

改正により手当額が２，０００円を超える減額となる者は、令和２年度に限り２，０００

円は減額とならない経過措置を適用するものでございます。 

 ４点目は、勤務１時間当たりの給与額の改正でありまして、労働基準法との整合性を図

るため、時間外勤務手当等の基礎となる勤務１時間当たりの給与額につきまして、寒冷地

手当を基礎額の算定対象とするようあわせて改正するものでございます。 

 以上が今回の概要でございます。 

 それでは、議案の説明に入らせていただきます。初めに、議案第６２号 職員の給与に

関する条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。 

 令和元年１２月１２日提出、羽幌町長。 

 改正の内容でありますが、別紙でお配りしております議案説明資料、議案第６２号から

第６４号をごらんください。１ページ目の１番、期末、勤勉手当の引き上げですが、勤務
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実績に応じた給与を推進するため引き上げ分を勤勉手当に配分し、年間支給割合を現行の

１．８５月分から１．９月分に改めるものであります。 

 資料の（１）になりますが、改正案の第１条では引き上げ分を全て１２月支給分に配分

するもので、表のとおりでございますが、一般職員は６月支給分は変更がなく、１２月支

給分が０．０５月分引き上げられるというものであります。 

 次に、資料の（２）でありますが、改正案の第２条では先ほどの（１）で改正した支給

割合を再度改正し、６月支給分と１２月支給分に均等に振り分けるものであります。これ

により令和２年度以降につきましては、６月支給分と１２月支給分の割合は等しくなるも

のであります。 

 次に、２ページをごらんください。２番、月例給の引き上げでございます。高卒初任給

を２，０００円、大卒初任給を１，５００円引き上げ、おおむね３０歳代半ばまで引き上

げ改定するもので、改定率平均で０．１％の増となる給料表の改定であります。なお、改

定後の給料表は議案書に記載のとおりでございます。 

 次に、３番、住居手当の改正でございますが、手当の支給対象となる家賃の下限を１万

２，０００円から１万６，０００円に４，０００円引き上げ、手当の上限を２万７，００

０円から２万８，０００円に１，０００円引き上げるものであります。なお、今回の改正

により手当額が２，０００円を超える減額となる者については、令和２年度に限り２，０

００円は減額とならない経過措置を適用するものでございます。 

 次に、４番、勤務１時間当たりの給与額の改正でございますが、地方公務員は労働基準

法の適用があり、労働基準法との整合性を図るため、時間外勤務手当等の基礎となる勤務

１時間当たりの給与額について、寒冷地手当を基礎額の算定対象とするように改正するも

のでございます。 

 次に、５番、附則でございますが、本改正条例の施行期日は公布の日からとしておりま

すが、冒頭にも説明しましたとおり、第１条の勤勉手当及び給料表の改定は平成３１年４

月１日から適用、第２条の改正は令和２年４月１日から施行する旨を規定しておりまして、

これにより改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払い

とみなす旨を規定しております。 

 以上が改正内容の説明であります。なお、改正文の朗読は、ただいまの説明をもって省

略させていただきます。 

 続きまして、議案第６３号 特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例に

つきましてご説明申し上げます。 

 令和元年１２月１２日提出、羽幌町長。 

 改正の内容でございますが、一般職の給与改定に準じまして特別職の期末手当を改正す

るものであります。 

 資料の３ページをごらんください。期末手当を０．０５月分引き上げ、年間支給割合を

現行の４．４月分から４．４５月分に改定するものであります。 
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 （１）の表になりますが、支給割合を６月支給分は２．１２５月分に、１２月支給分は

２．３２５月分にそれぞれ引き上げる改正であります。ただし、（２）に記載のとおり、

令和元年１２月の支給割合については、ただいまの改正にかかわらず、一般職と同様引き

上げ分の全てを１２月支給分に配分する旨の附則を加えるものであります。 

 次に、２番の附則ですが、施行期日は公布の日からでありますが、追加した１２月支給

分に係る附則の規定は令和元年１２月１日から適用し、改正前の規定により支給された期

末手当は、改正後の規定による期末手当の内払いとみなす旨を定めるものであります。 

 以上が改正内容の説明でございます。なお、改正文の朗読は、ただいまの説明をもって

省略させていただきます。 

 続きまして、議案第６４号 羽幌町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の

一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。 

 令和元年１２月１２日提出、羽幌町長。 

 改正の内容でありますが、一般職の給与改定に準じまして議会議員の期末手当を改正す

るものであります。 

 資料の４ページをごらんください。期末手当を０．０５月分引き上げ、年間支給割合を

現行の４．４月分から４．４５月分に改定するものであります。 

 （１）の表になりますが、支給割合を６月支給分は１．７２５月分に、１２月支給分は

２．７２５月分にそれぞれ引き上げるものであります。ただし、（２）に記載のとおり、

令和元年１２月の支給割合については、ただいまの改正にかかわらず、先ほどの一般職並

びに特別職と同様引き上げ分の全てを１２月支給分に配分する旨の附則を加えるものであ

ります。 

 次に、２番の附則についてですが、施行期日は公布の日からでありますが、特別職と同

様追加した１２月支給分に係る附則の規定は令和元年１２月１日から適用し、改正前の規

定により支給された期末手当は、改正後の規定による期末手当の内払いとみなす旨を定め

るものであります。 

 以上が改正内容の説明であります。改正文の朗読につきましては、ただいまの説明をも

って省略させていただきます。 

 以上、議案第６２号から議案第６４号までの説明でございます。よろしくご審議、ご決

定賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（森  淳君） これから議案第６２号 職員の給与に関する条例の一部を改正す

る条例について質疑を行います。 

 ７番、小寺光一君。 

〇７番（小寺光一君） それでは、議案第６２号について質疑を行いたいと思います。 

 職員の給与に関する条例ということで先ほど説明があったのですが、勤勉手当のほうに

０．０５月分を加えるということで、年間でいうと１．９０カ月分になると。期末手当は

いじらないとは思うのですけれども、期末手当は何月分支給されるのか、合計で何カ月に
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なるのか、その辺を教えていただけますか。 

〇議長（森  淳君） 総務課長、敦賀哲也君。 

〇総務課長（敦賀哲也君） お答えいたします。 

 期末手当についての割合ということでございますが、現行では６月分につきましては１．

３、１２月につきましては１．３、合計で年間２．６の割合で支給されております。 

〇議長（森  淳君） ７番、小寺光一君。 

〇７番（小寺光一君） それでは、特別給ということで期末手当、勤勉手当を合わせて年

間で４．５カ月分ということで、合計に関してはそれで間違いないということでよろしい

ですか。一応確認です。 

〇議長（森  淳君） 総務課長、敦賀哲也君。 

〇総務課長（敦賀哲也君） お答えいたします。 

 改正して４．５ということで間違いないです。 

〇議長（森  淳君） ７番、小寺光一君。 

〇７番（小寺光一君） もう一つお聞きしたいのが提案理由の説明の中にもあったのです

が、人事院勧告が行われて、それによって国家公務員の給料が上昇したということなので

すけれども、それが地方公務員に対して関連してくる何か根拠みたいのがあれば教えてく

ださい。 

〇議長（森  淳君） 総務課長、敦賀哲也君。 

〇総務課長（敦賀哲也君） お答えいたします。 

 地方公務員の給与決定に関する諸原則ということで、地方公務員の給与決定に当たりま

しては給与決定の原則の一つとして均衡の原則というのがありまして、職員の給与は生計

費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考

慮して定めなければならないと地方公務員法の第２０条第２項に規定されております。 

〇議長（森  淳君） ７番、小寺光一君。 

〇７番（小寺光一君） 人事院勧告が今年の８月７日に内閣のほうに勧告された後に総務

省のほうからも公務員の給与改正に関する取り扱いということで文書が出ていて、自分は

この４つ目のものを解釈してやったのではないかなというふうには思ったのですけれども、

先ほど地方公務員法にもそういうものがきちんと記載されているということで納得しまし

た。ありがとうございます。 

〇議長（森  淳君） ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで討論を終わります。 

 これから議案第６２号を採決します。 
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 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第６２号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例は原案のと

おり可決されました。 

 次に、議案第６３号 特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について

質疑を行います。 

 ７番、小寺光一君。 

〇７番（小寺光一君） 同じように給与なのですけれども、議案第６３号については特別

職ということで、羽幌でいえば町長、副町長、教育長の３名の給与ということになると思

います。提案理由の説明でもあったのですが、先ほどの可決された一般職員の給与改定に

準じてということなのですけれども、私の認識では特にそれに準じて行わなければいけな

いという法的なものはないのかなと。各市町村、議会も含めてですけれども、その中で決

定していくもので、一般職に準じて行いなさいというものは見つからなかったのです。そ

の辺もしそういう法的なものですとか、そういうものがあれば教えてください。 

〇議長（森  淳君） 総務課長、敦賀哲也君。 

〇総務課長（敦賀哲也君） お答えいたします。 

 特別職につきましては特別職の職員の給与に関する条例により給料額が規定されており

まして、議会議員につきましては羽幌町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例によ

り報酬額が決定されております。また、期末手当の額についてでございますが、特別職に

つきましてはその条例の中で職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例により規定

するとなっておりまして、議会議員につきましてもその条例の中で一般職の職員の例によ

りその率が定められております。 

 以上です。 

〇議長（森  淳君） ７番、小寺光一君。 

〇７番（小寺光一君） 支給割合に関しては、今回の上がる率に関して言えば０．０５で、

そこは均等は保っているのですが、今の説明でいくと例えば年間でいうと４．５カ月分、

職員はです、ただ特別職、議員はちょっと次の議案なので、あれですけれども、特別職に

関しては４．４５カ月分に改正されるわけなのですけれども、その辺が均等を図るという

ことであればそこを合わせるのか、合わせないのか。あくまでも先ほどの説明あったとお

り合わせるのであれば合わせるべきだし、そこは各議員なり特別職の方が判断して抑制す

ることもできますし、上げることもできるのではないかなというふうに思うのですけれど

も、いかがでしょうか。 

〇議長（森  淳君） 総務課職員係長、門間憲一君。 

〇総務課職員係長（門間憲一君） お答えいたします。 

 経過といたしましては、平成１７年の８月の人事院勧告で一般職が勤勉手当は増になっ
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たのですけれども、月例給では減になったということがありました。その際特別職と議会

議員の方は報酬が変わらないということで、その際に勤勉手当だけは上げないという判断

をして、そのときに０．０５月の差がついたことでなっております。それで、その後に０．

０５月、その後の上がる分につきましては同時に上げてはいるのですけれども、その差が

今０．０５月あるということでございます。 

〇議長（森  淳君） ７番、小寺光一君。 

〇７番（小寺光一君） 勤勉手当がつかないということで、特別職、議員も含めて当初か

ら勤勉手当という項目はないわけです。というのは例えば一般職員の場合は勤勉手当とい

うことで人事評価も含めてあって、その中で勤勉手当があると思うのです。ただ、特別職、

議員も人事評価もない中で勤勉手当というのはおかしなことで、ただ国ですとか道はどう

いう認識をしているかはわからないのですけれども、この期末手当の内訳ではないのです

けれども、その中に今の説明でいくと勤勉手当の枠組みがあるという認識でよろしいので

しょうか。 

〇議長（森  淳君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午前１１時３０分 

再開 午前１１時３２分 

 

〇議長（森  淳君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 総務課長、敦賀哲也君。 

〇総務課長（敦賀哲也君） お答えいたします。 

 まず、勤勉手当の上げることに関してについて、特別職と議会議員についてもなぜ勤勉

手当ではなく期末手当のほうですか、上げるのかという点についてでございますが、これ

につきましては国の特別職におきましても一般職の国家公務員の給与改定に準じまして特

別職の国家公務員の給与を改定するということになっておりまして、当町におきましても

それに準じて特別職、あと議会議員につきましても改定をしているということでございま

す。 

 あと、もう一点の勤勉手当ではなく期末手当に上げるという理由なのですけれども、一

般職につきましてはそういうふうに期末手当と、あと勤務実績に応じた勤勉手当というも

のがありますので、職員につきましてはそういう勤務実績に応じた改定ということでそち

らのほうに上乗せしておりますが、もともとの趣旨というのがあくまで一時金を上げると

いう趣旨でございますので、そういう部分につきましては特別職と、あと議会議員につき

ましてはそういう期末手当という部分でしか規定ありませんので、それで期末手当のほう

にそれを上乗せするという理解でよろしくお願いします。 

〇議長（森  淳君） ７番、小寺光一君。 

〇７番（小寺光一君） 理解したところではあるのですが、職員に関しては０．０５上げ
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ることによって先ほども言ったとおり４．５カ月分と、国家公務員の場合も同じく一般職

で４．５カ月分と。そこで均衡は保たれているのです。ただ、今の説明でいくと国ももち

ろん、国の特別職でいうと内閣総理大臣ですとか、そういう立場の方だと思うのですけれ

ども、その方も年間０．０５カ月ふえています。ただ、年間の支給月がそこで差異が出る

のです。上昇率でいうと０．０５で同じなのですけれども、例えば内閣総理大臣、国のほ

うでは３．４カ月分なのです。ただ、羽幌町に関して、ほかの町村はちょっと細かくは調

べていないのですけれども、４．４５カ月分ということで、国の特別職に見習うというこ

とであれば上げ率ではなくてそこも均等化させる努力は必要なのではないかなというふう

に思います。ただ、決めるのは各町村ですので、今回上げるということであればそれはそ

れなのですけれども、先ほどの説明で国の特別職の職員と合わせるということには余りに

も、１．何カ月分違うわけですから、そこはどういう解釈をしたらよろしいでしょうか。 

〇議長（森  淳君） 総務課長、敦賀哲也君。 

〇総務課長（敦賀哲也君） お答えいたします。 

 ただいまの質問の中で国家公務員の特別職の割合が３．４月ですか、ということで地方

のほうと整合性がないのではないかということなのですけれども、そこの経過についてな

のですけれども、正直なところ国家公務員のこういう割合にしてきた経過というのはちょ

っとこちらのほうでは現在のところ押さえておりませんので、どういう経過でこういう数

字になっているのかというのが今は説明できないということになりますので、大変申しわ

けありませんが、経過がわからないということで、その差異についても不明でございます。 

〇議長（森  淳君） ７番、小寺光一君。 

〇７番（小寺光一君） 国に準ずるのはとてもいいことですけれども、実際、議員もそう

ですけれども、自分たちの給料がどういうふうに決まっていくかというのも知るべきなの

ではないかなと。例えば国だけではなくて北海道にも人事院があって、そこでも勧告が出

されていて、北海道の特別職、知事ですとかだと思うのですけれども、も同じ３．４カ月

分なのです。そこはどういう整合性を保ったかは中身はちょっとわからないのですけれど

も、その辺もし国に準ずるのであればそれに合わせていくような判断もあってもいいので

はないかなと。ただ、決めるのは行政側ですので、そこまでは入り込むことはできないと

思うのですけれども、各市町村で支給割合というのはきっと違ってくると思うのです。そ

の辺例えば管内でいうと平均的に今年度はこんな感じですよという情報とかはあるのでし

ょうか。 

〇議長（森  淳君） 総務課長、敦賀哲也君。 

〇総務課長（敦賀哲也君） お答えいたします。 

 管内の状況は調べてみたのですけれども、おおむね横ばいといいますか、町村によって

はばらつきがあるところはあるのですけれども、おおむね横ばいの数字、同じ割合になっ

ていると思われます。 

〇議長（森  淳君） ７番、小寺光一君。 
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〇７番（小寺光一君） 関係ないという話も聞こえましたけれども、自分は国に準ずると

か各市町村を見て、例えば給料、特に三役に関しては給料決まっていくと思うのです。そ

れで、ちょっと具体的な数字をお聞きしたいのですけれども、今年度の特別職の報酬、月

額で幾らなのか、期末手当で幾らなのか、そしてもし０．０５％上げることでどれぐらい

ふえていくのか、その辺教えてください。 

〇議長（森  淳君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午前１１時４０分 

再開 午前１１時４１分 

 

〇議長（森  淳君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 総務課長、敦賀哲也君。 

〇総務課長（敦賀哲也君） お答えいたします。 

 三役の改正前と改正後の数字と、あとその差額という部分でよろしかったと思いますが、

個々にやるということでの理解でよかったかと思いますが、まず町長につきましては、改

正前の支給額が２２７万４，７００円、改正後が２３２万４，１５０円、差額が４万９，

４５０円です。次に、副町長が、改正前が１８１万１，８２５円、改正後が１８５万１，

２１２円、差額が３万９，３８７円。教育長が、改正前が１６０万２２５円、改正後が１

６３万５，０１２円、差額が３万４，７８７円となっております。 

〇議長（森  淳君） ７番、小寺光一君。 

〇７番（小寺光一君） 基本となる計算式の月額報酬が出ていないのですけれども、お願

いします。 

〇議長（森  淳君） 総務課長、敦賀哲也君。 

〇総務課長（敦賀哲也君） お答えいたします。 

 基礎となる額につきましては、町長が８６万、副町長が６８万５，０００円、教育長が

６０万５，０００円。この基礎額に１．１５掛けたものが基礎額となりますので、それに

先ほどの割合を掛けたものが先ほどの額になるということでございます。 

〇議長（森  淳君） ７番、小寺光一君。 

〇７番（小寺光一君） 決してこの提案に対して反対するための質問ではないので、ご理

解いただきたいのですが、報酬に関してはなかなか言いづらい面ももちろんあるとは思う

のですけれども、答えていただいてありがとうございます。金額でいうと変更がかかわっ

てくるのですよね。そうすると今度は特別職報酬等審議会条例というものがありまして、

町長の諮問に応じて議員報酬等の額について審議するために羽幌町特別職報酬等審議会を

置くという規定になっていて、特別職ですとか議員の給料額に関する条例を議会に提出し

ようとするときはあらかじめ当該報酬等の額について審議会の意見を聞くものとするとい

う条例があるのですが、審議会が行われたのか行われていないのか、そこの確認をしたい
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のですが。 

〇議長（森  淳君） 総務課長、敦賀哲也君。 

〇総務課長（敦賀哲也君） お答えいたします。 

 この審議会につきましては、今議員おっしゃるとおりの内容で、町長が必要に応じて諮

問して、議会議員、あと特別職の給料額を決定するというようなものでございます。これ

につきましては必要の都度ということでございましたので、平成６年度以降は見直しはさ

れていないということです。 

〇議長（森  淳君） ７番、小寺光一君。 

〇７番（小寺光一君） 先ほども口頭で伝えたのですけれども、この条例の第２条で該当

報酬等の額について審議会の意見を聞くものとするということになっているので、今回も、

先ほど金額を言っていただいたのですが、金額の変動があるわけです。額の変動がある場

合に関しては審議会の意見を聞くのは必要、聞いても聞かなくてもいいとは書いていない

のです。意見を聞くということになっていますので、やはり審議会を通すべきなのではな

いかなと思うのですけれども、その辺はいかがでしょうか。 

〇議長（森  淳君） 総務課長、敦賀哲也君。 

〇総務課長（敦賀哲也君） お答えいたします。 

 基本的に今期末手当の部分についての率の改定でございますので、額についてはそうい

う部分にもかかわってくるかとは思いますが、率の改定についてはあくまで条例に基づい

て、一般職の例に準じて行っておりますので、それにつきまして報酬の基本額まで改定す

るということまでは違うのかなというふうに考えております。 

〇議長（森  淳君） ７番、小寺光一君。 

〇７番（小寺光一君） 自分の認識では、やはり額について変わるわけですから、基本額

という項目はないのです。額が変わる。給料の額に関する条例、今回そうですよね。給料

に関する条例を今提案しているわけですから、今までは開かなかったのかもしれないけれ

ども、今後それが正しい判断なのか外部の、せっかくこの条例があるわけですから、そこ

に諮問するという手続をとるのが通常なのではないかなというふうには思うのです。基本

額とは書いていないわけですから。報酬の額が変動、今回もしているわけですので、その

際には諮問にかけるというふうに書いてあるので、そうであれば特別職報酬等審議会条例

を改正して、あくまでも基本額の変更のときのみとか、そういう改正が今後必要になって

くるのではないかなと思うのですけれども、いかがでしょうか。 

〇議長（森  淳君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午前１１時４８分 

再開 午前１１時５１分 

 

〇議長（森  淳君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 
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 総務課長、敦賀哲也君。 

〇総務課長（敦賀哲也君） お答えいたします。 

 羽幌町特別職の報酬等審議会につきましては、報酬と期末手当含めたそういう審議をす

るという機関ではなくて、あくまでも報酬に関して審議する機関でございますので、それ

に期末手当は含まれないというふうに考えております。 

〇議長（森  淳君） ７番、小寺光一君。 

〇７番（小寺光一君） 十分な説明ありがとうございました。自分としてはこの委員会を

通してさまざまな報酬に関して、先ほども少し言ったのですけれども、道とか近隣町村と

の均衡も考えた上で今後やっていくべきかなというふうには思っています。それぐらいで

す。質疑はないので、いいですか。 

〇議長（森  淳君） ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで討論を終わります。 

 これから議案第６３号を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第６３号 特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例は

原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第６４号 羽幌町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を

改正する条例について質疑を行います。 

 ７番、小寺光一君。 

〇７番（小寺光一君） こちらも先ほど提案理由の説明があったのですけれども、一般職

に合わせて議員報酬を上げるという提案でしたが、自分の認識では議会議員に関しては議

会で報酬等含めて議論していくものなのではないかなというふうに思うのですけれども、

今までの慣例なのか、その辺もいつごろから一般職になぞらえて上がっていくのか、その

辺もしわかれば教えていただきたいのですが。 

〇議長（森  淳君） 総務課長、敦賀哲也君。 

〇総務課長（敦賀哲也君） お答えいたします。 

 先ほどの答弁の中でもご説明いたしましたが、羽幌町議会議員の報酬及び費用弁償等に

関する条例の中で議会議員につきましても期末手当の率につきましては一般職の職員の例

によりというふうに規定されておりますので、そういう形でこれまでも準じて改正をして

いるということでございます。 
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〇議長（森  淳君） ７番、小寺光一君。 

〇７番（小寺光一君） もし準じてというのをしない場合の影響というのはあるのでしょ

うか。準じなければいけないのか、それともあくまでも議会議員に関しては独自の判断を

していいのか。今回議案として提出されているので、判断ができるのではないかなとは思

うのですけれども、その辺規定に反してはいけないものなのでしょうか。 

〇議長（森  淳君） 総務課長、敦賀哲也君。 

〇総務課長（敦賀哲也君） お答えいたします。 

 先ほど議員がおっしゃっていた議会議員の報酬等については自分たちでも決めれるとい

う話の関係もあるのかと思うのですけれども、それにつきましては先ほど来から出ている

報酬審議会の中で町長が諮問した上で決定するというような形になっておりますので、報

酬についてはそういう形になるかとは思うのですけれども、あくまで期末手当につきまし

ては条例のほうに一般職員の例によるというふうに定められておりますので、そのような

形で条例案を提案するというような形になってくるかと思います。 

〇議長（森  淳君） ７番、小寺光一君。 

〇７番（小寺光一君） それを例えば今回通らない場合の影響というのはあるのでしょう

か。 

〇議長（森  淳君） 総務課長、敦賀哲也君。 

〇総務課長（敦賀哲也君） お答えいたします。 

 条例案が通らないとなれば改定はされないということなので、影響はないというふうに

考えております。 

〇議長（森  淳君） ７番、小寺光一君。 

〇７番（小寺光一君） 影響はないということですね。給料がそのまま据え置きになると

いうことで、町財政にとってはありがたいことなのかわからないですけれども、ほかの地

方自治法等含めて影響がないということを聞いたので、了解いたしました。 

〇議長（森  淳君） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論については、会議規則第５２条により、最初に反対者、次に賛成者を発言させるこ

とになります。討論の回数は、１人１回限りとなります。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

 ７番、小寺光一君。 

〇７番（小寺光一君） 先ほどもさまざまな議論をさせていただきました。反対の立場で

討論をさせていただきます。 

 今回の条例提案につきまして、議案第６４号ですが、私は反対です。というのは幾ら条

例上定められたとしても議員の歳費については議員で決定すべきだと思いますし、その際
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に十分な議論がないまま、そのまま０．０５カ月上げるというのは十分に納得できません。

今回今期に関しては議会の特別委員会の中で議員報酬についても話ありました。その際で

もさまざまな意見がある中決定したわけですので、その中で今回人事院勧告、また一般職

に追随して値上げするという判断は自分ではつかないというふうに思っています。 

 また、先ほども少し触れましたが、特別職報酬等審議会条例の中の審議会についても今

後きちんとした内容で運営されるべきだと思いますし、議会議員の報酬の額の決定の際に

も、今回に関しては期末手当の部分ですけれども、そこで審議をされるべきだというふう

に考えているから、私は反対の立場で討論させていただきました。 

 以上です。 

〇議長（森  淳君） 次に、原案に賛成者の発言を許します。 

 ６番、船本秀雄君。 

〇６番（船本秀雄君） 私は賛成をいたします。といいますのはこれまで一般職員、それ

から特別職の部分についていろいろ小寺議員と議論されております。ご存じのとおり国家

公務員というのは人事院が決定するわけであります。これの決定も民間の給料を参考にし

ながら人事院が決定して公務員に勧告をするということになっております。それで、先ほ

ど小寺議員からも出ましたけれども、人事委員会という言葉も出ました。これについては

北海道でも人事委員会もございます。これは道職員の関係であります。あと、地方自治体

の場合については自分たちだけで民間の給料を調べるのはなかなか大変だということから、

国家公務員のほうで人勧があった場合には地方自治体は国家公務員に準じて職員は給料改

定をすると。それから、特別職、議会については、ここにも書いてあるとおりですけれど

も、職員に準じた形で改定をするということでありますから、北海道１７９市町村、羽幌

を除けば１７８市町村ですか、これはほとんど１２月に何十年とこういう形でやってきて

います。ですから、羽幌町が単独でそういう民間の給料を調べたり他町村のことも調べた

りできるのであれば、いいのですが、そういうのができないから、人事院の国家公務員を

準じて職員、そして職員の給与を準じて特別職、議会がやっていいよということに私はな

っていると思いますので、あえて羽幌町だけが、これを反対すれば財源上、駒井町長も非

常に喜ぶと思うのですが、そういう問題ではないと思いますので、私はこの部分について

は賛成をいたします。 

〇議長（森  淳君） 次に、原案に反対者の発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） ないようですので、反対者、賛成者同数という原則がありますの

で、これで討論を終わります。 

 反対討論がありましたので、この採決は起立によって行います。 

 議案第６４号 羽幌町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正す

る条例は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 
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〇議長（森  淳君） 起立多数であります。 

 したがって、議案第６４号 羽幌町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の

一部を改正する条例は原案のとおり可決されました。 

 昼食のため暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ０時０２分 

再開 午後 １時００分 

 

〇議長（森  淳君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

    ◎議案第６５号 

〇議長（森  淳君） 日程第１１、議案第６５号 羽幌町離島振興対策実施地域におけ

る固定資産税の課税免除に関する条例を議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 地域振興課長、清水聡志君。 

〇地域振興課長（清水聡志君） ただいま上程されました議案第６５号 羽幌町離島振興

対策実施地域における固定資産税の課税免除に関する条例につきまして、提案理由とその

内容をご説明申し上げます。 

 令和元年１２月１２日提出、羽幌町長。 

 提案の理由でありますが、離島の産業振興及び定住促進を図るため、一定以上の事業用

資産を新設または増設した事業者の固定資産税の課税免除に関して必要な事項を定めるた

め、本条例を制定しようとするものであります。 

 それでは、内容をご説明申し上げますが、別途お配りしております議案第６５号 羽幌

町離島振興対策実施地域における固定資産税の課税免除に関する条例の概要をごらん願い

ます。 

 まず、１の目的、第１条関係ですが、ただいま申し上げました提案理由と重複いたしま

すので、省略させていただきます。 

 ２の対象要件、適用期間等、第１条及び第２条関係につきましては、まず１つ目の対象

となる特別償却設備は、機械、装置、建物、附属設備、構築物に係る新増設ということに

なります。２つ目の特別償却設備新増設の適用期間につきましては、平成３１年１月２日

から令和３年３月３１日まで、３つ目の課税免除の対象となる固定資産は、特別償却設備

である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地、４つ目の固定資産税の課税免

除期間は、特別償却設備に対して最初の固定資産税を課すべきこととなる年度以降３カ年

度で、５つ目の対象業種、特別償却設備の取得価格につきましては、まず製造業と旅館業

は、事業者の資本金が５，０００万円以下でありますと特別償却設備の取得価格が５００

万円以上で対象になり、資本金が５，０００万円を超え１億円ですと取得価格が１，００



 - 104 - 

０万円以上、資本金が１億円を超えますと２，０００万円以上で対象になるものでありま

す。表の下側になりますが、農林水産物販売業と情報サービス業等につきましては、資本

金額に関係なく取得価格が一律５００万以上で対象になるものであります。 

 次のページになりますが、３番、申請等、第３条関係は、課税免除の適用を受けようと

する事業者は、固定資産税の第１期納期限前１４日までに申請いただき、申請内容に変更

があった場合は速やかに変更内容を届け出いただくものであります。 

 ４番の課税免除の取り消しですが、（１）の取り消し要件、第４条関係につきましては、

１つ目に事業の廃止など課税免除の要件に該当しなくなったとき、それと偽りその他不正

の行為により課税免除の適用を受けたとき、町税を滞納したとき、その他町長が課税免除

を取り消す必要があると認めたときと規定するものであります。なお、課税免除は３カ年

度とさせていただきますが、課税免除の取り消しは５カ年有効とさせていただくものであ

ります。 

 なお、条文の朗読につきましては、ただいまの説明をもちまして省略させていただきま

す。 

 附則、第１項、施行期日でありますが、この条例は、公布の日から施行し、平成３１年

１月２日から適用する。 

 第２項、この条例の失効でありますが、この条例は、令和７年３月３１日限り、その効

力を失う。ただし、第４条の規定は、固定資産税が課税免除となった初年度の固定資産税

の法定納期限の翌日から起算して５年間は、この条例の失効後も、なおその効力を有する。 

 以上であります。よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（森  淳君） これから議案第６５号について質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで討論を終わります。 

 これから議案第６５号を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第６５号 羽幌町離島振興対策実施地域における固定資産税の課税免

除に関する条例は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎議案第６６号 

〇議長（森  淳君） 日程第１２、議案第６６号 羽幌町道路占用料徴収条例の一部を

改正する条例を議題とします。 
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 本案について提案理由の説明を求めます。 

 建設課長、飯作昌巳君。 

〇建設課長（飯作昌巳君） ただいま上程されました議案第６６号 羽幌町道路占用料徴

収条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由とその内容についてご説明申し上げ

ます。 

 令和元年１２月１２日提出、羽幌町長。 

 提案の理由でございますが、道路法施行令の一部改正に伴い、羽幌町が管理する道路の

占用料を改正するものでありまして、占用料の額につきましては国が定めた単価に準拠し

ており、今般国が平成３０年度に行われた固定資産税評価額の評価替え並びに地価に対す

る賃料の水準の変動等を踏まえた改定を行うことから、あわせて改正しようとするもので

あります。 

 次のページをお開きいただきまして、羽幌町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例。 

 羽幌町道路占用料徴収条例（昭和２９年羽幌町条例第３号）の一部を次のように改正す

る。 

 別表を次のように改める。 

 今回の改正は、別表のみの改正でありまして、その内容につきましては別紙でお配りを

しております議案第６６号の新旧対照表をごらん願います。現行規定と改正案を記載して

おりますが、それぞれ上段の見出し左から４つ目の占用料の欄の金額及び算出率が一部据

え置きもございますが、増額または減額となるものでございます。また、４ページ後段か

ら５ページ前段にかけまして広告に関する規定がございますが、それらを削除するもので

ございます。 

 以上が改正内容の説明でございます。 

 議案書、別表の最後にお戻りいただきまして、附則、この条例は、令和２年４月１日か

ら施行する。 

 以上でございます。よろしくご審議、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（森  淳君） これから議案第６６号について質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで討論を終わります。 

 これから議案第６６号を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第６６号 羽幌町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例は原案の
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とおり可決されました。 

 

    ◎議案第６７号 

〇議長（森  淳君） 日程第１３、議案第６７号 スポーツ公園排水設備改修工事請負

契約の変更についてを議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 建設課長、飯作昌巳君。 

〇建設課長（飯作昌巳君） ただいま上程されました議案第６７号 スポーツ公園排水設

備改修工事請負契約の変更につきまして、提案理由とその内容についてご説明申し上げま

す。 

 令和元年１２月１２日提出、羽幌町長。 

 契約の内容でございますが、１、契約の目的は、スポーツ公園排水設備改修工事でござ

います。 

 ２、契約の方法は、指名競争入札でございます。 

 ３、契約金額は、変更前が５，６６５万円、うち消費税額５１５万円を含むものでござ

いまして、変更後が５，６５８万４，０００円、うち消費税額５１４万４，０００円を含

むものでございます。 

 ４、契約の相手方は、苫前郡羽幌町南大通５丁目３番地、株式会社北一組代表取締役、

忠津章であります。 

 提案の理由でございますが、令和元年１１月１日第７回臨時会において議決されました

議案第５５号 スポーツ公園排水設備改修工事請負契約につきまして、概数で発注してい

た部分の数量が確定したことに伴い変更するものでありまして、立ち木抜根の運搬及び処

理費用等に一部減額変更が生じたことから、契約変更を締結するため、地方自治法第９６

条第１項第５号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２

条の規定に基づきまして議会の議決を求めるものでございます。 

 以上、よろしくご審議、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（森  淳君） これから議案第６７号について質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで討論を終わります。 

 これから議案第６７号を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） 異議なしと認めます。 
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 したがって、議案第６７号 スポーツ公園排水設備改修工事請負契約の変更については

原案のとおり可決されました。 

 

    ◎議案第６８号～議案第７１号 

〇議長（森  淳君） 日程第１４、議案第６８号 令和元年度羽幌町一般会計補正予算

（第４号）、日程第１５、議案第６９号 令和元年度羽幌町介護保険事業特別会計補正予

算（第３号）、日程第１６、議案第７０号 令和元年度羽幌町下水道事業特別会計補正予

算（第１号）、日程第１７、議案第７１号 令和元年度羽幌町水道事業会計補正予算（第

２号）、以上４件を一括議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 町長、駒井久晃君。 

〇町長（駒井久晃君） ただいま提案となりました各会計の補正予算について、その提案

理由をご説明申し上げます。 

 初めに、一般会計につきまして既定の予算総額に歳入歳出それぞれ２０９万８，０００

円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ６８億１，０９７万９，０００円とするもの

であります。 

 補正をいたします内容は、各事業の完了等による減額補正が主なものでありますが、ま

ず歳出について増額となりましたものを申し上げます。２款総務費、企画費においてまち

づくり応援寄付金推進事業６，５６５万１，０００円の補正は、まちづくり応援寄附金の

増加見込みにより関係費用を増額するものであります。同じく自治振興費において離島航

路利用促進事業補助金３０万９，０００円の補正は、高速船乗船料の３割引き実施に伴う

運賃収入減額分を補助するものであります。 

 次に、３款民生費、社会福祉費において障害福祉サービス扶助費２，７３５万９，００

０円、自立支援医療費３０３万１，０００円、障害児通所給付費５６０万５，０００円の

補正は、利用者等の増加によるものであります。同じく介護福祉費において介護保険事業

特別会計繰出金５６万４，０００円の補正は、人事異動に伴う人件費の増額によるもので

あります。 

 以上で歳出を終わり、次に歳入の主なものを申し上げます。９款地方交付税９，４２６

万６，０００円の増額は、普通地方交付税の交付決定によるものであります。 

 次に、１３款国庫支出金、民生費国庫負担金１，２４５万円の増額は、障害福祉サービ

ス利用者等の増加に伴う公費負担の増によるものであります。同じく土木費国庫補助金１，

３５５万６，０００円の増額は、道路、橋梁関連事業に対する交付決定によるものであり

ます。 

 次に、１４款道支出金、民生費道負担金７６４万５，０００円の増額は、国費と同様に

障害福祉サービス利用者等の増加に伴う公費負担の増によるものであります。 

 次に、１６款寄附金、一般寄附金４，８００万円の増額は、歳出でも申し上げましたが、
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まちづくり応援寄附金の増加見込みによるものであります。 

 次に、１７款繰入金、財政調整基金繰入金９，９６５万５，０００円の減額は、財源調

整によるものであります。このほか町債につきましては、それぞれ事業費の確定等に伴い

減額しております。 

 以上で一般会計を終わり、続いて介護保険事業特別会計の補正につきましてご説明申し

上げます。既定の予算総額に歳入歳出それぞれ２，５５６万２，０００円を追加し、予算

の総額を歳入歳出それぞれ１０億７，９４３万８，０００円とするものであります。 

 補正をいたします内容を事業勘定別に申し上げます。保険事業勘定の歳出、１款総務費

において一般管理業務経費５６万４，０００円の増額は、人事異動に伴う職員手当等の不

足見込み分を増額するものであります。 

 同じく５款基金積立金において介護給付費等準備基金積立金１，９９９万９，０００円

の増額は、前年度の余剰金相当額を基金へ積み立てるものであります。 

 次に、介護サービス事業勘定の歳出、２款事業費において羽幌町立特別養護老人ホーム

整備基金積立金４９９万９，０００円の増額は、指定管理者からの施設納付金を基金へ積

み立てるものであります。財源につきましては、人件費分については一般会計繰入金を、

各基金への積立金についてはそれぞれ前年度繰越金を充てております。 

 続いて、下水道事業特別会計の補正につきましてご説明申し上げます。既定の予算総額

に歳入歳出それぞれ２７万４，０００円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ４億２，

１２７万４，０００円とするものであります。 

 補正をいたします内容は、平成２７年度に地方共同法人日本下水道事業団に委託し実施

したし尿前処理施設建設事業費について算定誤りが発見されたことから、当該事業に係る

国庫補助金や下水道事業債の一部を返還するものであり、財源につきましては全額同事業

団からの返金等で賄われるものであります。 

 続いて、水道事業会計の補正につきましてご説明申し上げます。収益的収入及び支出の

第１款水道事業費用、第１項営業費用において２５万６，０００円の増額は、職員の給与

改定に伴い人件費を補正するものであり、予算の総額を２億３，５７０万３，０００円と

するものであります。なお、資本的収支については補正はございません。 

 以上、今回補正をいたします予算の内容であります。よろしくご審議、ご決定賜ります

ようお願い申し上げまして、提案の理由とさせていただきます。 

〇議長（森  淳君） 次に、財務課長から内容説明を求めます。 

 財務課長、大平良治君。 

〇財務課長（大平良治君） それでは、内容をご説明いたします。 

 一般会計の１４ページをお開き願います。１款議会費において旅費１９０万８，０００

円、使用料及び賃借料２８万１，０００円の各減額は、事業の完了及び今後の執行見込み

によるものであります。 

 次に、２款総務費、一般管理費において電子計算機及びシステム等使用料４３万７，０
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００円の減額は、例規システム整備事業の完了によるものであります。 

 １５ページをごらんください。同じく自治振興費において離島航路事業運営補助金５０

６万１，０００円の減額は、補助対象額の確定によるものであります。 

 １６ページをお開き願います。同じく交通安全対策費において交通指導員報酬６０万円

の減額は、従事実績の減などによるものであります。 

 次に、３款民生費、社会福祉費において扶助費のうち補装具費４４万４，０００円、療

養介護医療費５万３，０００円の各減額並びに地域生活支援事業費７１万５，０００円の

増額は、それぞれ今後の支出見込みによるものであります。 

 １７ページをごらんください。同じく児童措置費において扶助費７５１万５，０００円

の減額は、児童手当に係る今後の支出見込みによるものであります。 

 １８ページをお開き願います。７款商工費、観光費において車両購入費２４２万７，０

００円の減額は、入札執行によるものであります。 

 次に、８款土木費、道路橋梁費において橋梁補修工事請負費１，８６９万８，０００円

の減額は、国庫補助金の配当額減額により事業量を縮小したことによるものであります。 

 １９ページをごらんください。同じく道路維持費において除雪機械等購入費１，３１８

万５，０００円の減額は、入札執行によるものであります。また、除排雪事業に係る国庫

補助金の配当額減額に伴い、財源更正を行っております。 

 同じく道路新設改良費において道路整備工事請負費１，９３４万９，０００円の減額は、

国庫補助金の配当額減額により事業量を縮小したことによるものであります。 

 ２０ページをお開き願います。同じく港湾管理費において需用費６０万４，０００円、

委託料８３万１，０００円、工事請負費２３９万３，０００円の各減額は、事業の完了に

よるものであります。 

 同じく住宅管理費において町営住宅修繕技術員嘱託報酬１４７万２，０００円の減額は、

応募者がおらず未配置となったため、全額減額するものであります。 

 ２１ページをごらんください。１０款教育費、事務局費において教員住宅整備工事請負

費６０７万４，０００円の減額は、事業完了によるものであります。 

 同じく小学校費、学校管理費において電子計算機及びシステム等使用料２３０万５，０

００円の減額は、学習用パソコンリースに係る事業費確定によるものであります。 

 ２２ページをお開き願います。同じく中学校費、学校管理費において電子計算機及びシ

ステム等使用料３１３万４，０００円の減額は、学習用パソコンリースに係る事業費確定

によるものであり、義務教育教材、理科設備購入費３８万４，０００円の減額は、入札執

行等によるものであります。また、羽幌中学校トイレ改修事業に対して国庫補助金が交付

決定されますことから、財源更正を行っております。 

 同じく体育振興費において体育事業委託料５０万５，０００円の減額は、新武道館建て

替えの工期延長に伴う完成イベントの中止によるものであります。 

 ２３ページをごらんください。１３款諸支出金、職員給与費において職員人件費１，３
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４７万６，０００円の減額は、早期退職者等によるものであります。 

 次の２４ページにつきましては給与費明細書となっておりますので、ごらんをいただき、

説明は省略させていただきます。 

 以上が一般会計の補正内容でありますが、介護保険事業特別会計及び下水道事業特別会

計並びに水道事業会計の補正内容につきましては、町長からの提案理由の説明をもちまし

て内容説明は省略させていただきます。よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い

申し上げます。 

〇議長（森  淳君） お諮りします。 

 審議の方法については、各会計ごとに歳入歳出予算及び地方債ほか一括して質疑を行い、

それぞれ討論、採決の順に従い、審議を進めることにしたいと思います。これにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） 異議なしと認めます。 

 したがって、そのように進めることに決定しました。 

 これから議案第６８号 令和元年度羽幌町一般会計補正予算（第４号）について歳入歳

出予算及び地方債一括して質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで討論を終わります。 

 これから議案第６８号を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第６８号 令和元年度羽幌町一般会計補正予算（第４号）は原案のと

おり可決されました。 

 次に、議案第６９号 令和元年度羽幌町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）につ

いて歳入歳出予算一括して質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで討論を終わります。 

 これから議案第６９号を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
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（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第６９号 令和元年度羽幌町介護保険事業特別会計補正予算（第３

号）は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第７０号 令和元年度羽幌町下水道事業特別会計補正予算（第１号）につい

て歳入歳出予算一括して質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで討論を終わります。 

 これから議案第７０号を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第７０号 令和元年度羽幌町下水道事業特別会計補正予算（第１号）

は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第７１号 令和元年度羽幌町水道事業会計補正予算（第２号）について、収

益的収入及び支出一括して質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで討論を終わります。 

 これから議案第７１号を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第７１号 令和元年度羽幌町水道事業会計補正予算（第２号）は原案

のとおり可決されました。 

 

    ◎諮問第１号 

〇議長（森  淳君） 日程第１８、諮問第１号 人権擁護委員の推薦についてを議題と

します。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 町長、駒井久晃君。 
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〇町長（駒井久晃君） 諮問第１号 人権擁護委員の推薦について、提案理由のご説明を

申し上げます。 

 住所、苫前郡羽幌町南３条３丁目５番地、氏名、米山しげみ、生年月日、昭和２４年８

月１７日生まれ、７０歳。 

 現委員であります米山しげみ氏が令和２年３月３１日付をもちまして任期満了となるた

め、氏の人格、識見から、引き続き人権擁護委員として推薦いたしたく、ご提案を申し上

げた次第でございます。 

 よろしくご審議の上、ご決定を賜りますようお願い申し上げまして、提案の理由とさせ

ていただきます。 

〇議長（森  淳君） これから諮問第１号 人権擁護委員の推薦について質疑を行いま

す。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで質疑を終わります。 

 討論は、議会の運営に関する基準に基づき省略します。 

 これから諮問第１号を採決します。 

 お諮りします。本案は、同意することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） 異議なしと認めます。 

 したがって、諮問第１号 人権擁護委員の推薦については同意することに決定しました。 

 

    ◎発議第１７号 

〇議長（森  淳君） 日程第１９、発議第１７号 議員の派遣についてを議題とします。 

 お諮りします。本町の懸案事項の要望、促進を図るため及び議員の研修並びに各委員会

の調査研究等のため、本日より次期定例会までの間、本議会は必要と認められる事案につ

いて道内外の関係機関に議員を派遣したいと思います。なお、諸般の事情による派遣日程

等の変更があった場合、その他緊急を要する派遣事案があった場合は議長にその内容決定

を一任いただきたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） 異議なしと認めます。 

 したがって、発議第１７号 議員の派遣については原案のとおり決定されました。 

 

    ◎発議第１８号 

〇議長（森  淳君） 日程第２０、発議第１８号 各委員会の閉会中の継続調査及び審

査についてを議題とします。 

 各常任委員会及び議会運営委員会における閉会中の所管事務調査について、それぞれの

委員長から会議規則第７５条の規定により閉会中の継続調査の申し出がありました。 
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 お諮りします。それぞれの委員長からの申し出のとおり閉会中の継続調査とすることに

ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） 異議なしと認めます。 

 したがって、発議第１８号 各委員会の閉会中の継続調査及び審査については原案のと

おり決定されました。 

 

    ◎閉会の宣告 

〇議長（森  淳君） これで本日の議事日程は全部終了しました。 

 したがって、令和元年第８回羽幌町議会定例会を閉会します。 

（午後 １時３１分） 


